
新宿区は、昭和６１年３月に平和都市宣言を行いました。以来、平和啓発のための

様々な事業を実施しており、その一つに「親と子の平和派遣」があります。

令和８年度は、区内在住の小学校４年生～中学校３年生とその保護者７組１４名を
被爆地である長崎市へ派遣し、戦争や原爆の悲惨さを学び、平和の尊さへの認識を深
めていただくとともに、その思いを学校・地域などで多くの方々に伝えてくださる派
遣者を募集します。

【応募・問合せ先】

〒160-8484  新宿区歌舞伎町1－4－1 新宿区役所本庁舎3階

新宿区総務部総務課総務係平和担当

電話03（5273）3505（直通） FAX03（3209）9947

親と子の平和派遣について

応募資格・応募方法については次ページをご覧ください

新宿区「親と子の平和派遣(長崎)」

参加者募集！

派遣先：長崎県長崎市

日 程：令和８年８月８日（土）～１０日（月）

内 容：青少年ピースフォーラム（長崎市主催の平和学習会）への参加、

被爆体験講話の聴講、原爆資料館・被爆小学校校舎等の見学

長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典への参列

費 用：【区が負担する費用】

・東京から長崎までの交通費、長崎市内での交通費（自由行動中を除く）

・宿泊料、国内旅行保険料

・宿泊施設が提供する朝食代及び１日目、2日目の行程における昼食代

【参加者が負担する費用】

・区が負担する費用以外の食費及び経費

・個人的に必要とする諸経費

派遣後：派遣後の次の活動に参加・協力いただきます。

①平和派遣報告書の原稿作成

②平和派遣報告会(１０月中の日曜日を予定)の準備及び当日の発表

③派遣中に学んだことや平和への思いを、学校や地域において自主的に

発信

④区と新宿区平和派遣の会（これまでの平和派遣参加者で構成する区民

団体）が協働で実施する平和啓発事業への参加・協力



応募資格

応募方法

選考から派遣後の流れ

新宿区内に在住する、令和８年度中に小学校４年生～中学校３年生の子どもと

その保護者のうち、次の条件に該当・同意いただける方

①応募日時点で区内に住所を有し、派遣期間中も引き続き在住していること。
②住所の確認にあたり、区が住民記録を確認することに了承いただけること。
③派遣中の全ての行程に参加できること。
④平和派遣報告会（１０月中の日曜日を予定）及び事前の複数回の打合せ
（日程は各参加者の都合で決定）に参加できること。

⑤平和派遣報告書作成のため日本語での原稿作成が可能であること。
⑥平和派遣報告書及び区の平和啓発事業とその周知、広報において、氏名・学校名・

学年・写真を掲載することに了承いただけること。
（※平和啓発事業の紹介及び平和啓発の目的以外には利用しません）

⑦派遣後に、区と新宿区平和派遣の会が行う平和啓発事業に協力できること。
⑧これまでに親と子の平和派遣に参加したことがないこと。

【郵送・窓口での応募】
令和８年度「新宿区親と子の平和派遣」参加申込書に必要事項と作文を記入して

切り取り、応募先に郵送または持参してください。
※作文は他の様式で記入しても構いません。

【インターネット（ Logoフォーム）での応募】
新宿区ホームページから、Logoフォームに必要事項の入力と

作文のファイルを添付して、ご応募ください。
※作文用紙は、新宿区ホームページからダウンロードできます。
他の様式（Word等）で作成しても構いません。

●作文について
「平和派遣参加に期待すること」をテーマに、派遣者として参加する保護者が
作成してください（本文のみで600字以上～800字以下）

【応募期間】
令和８年４月１日（水）午前８時30分から
令和８年４月１７日（金）午後５時まで（必着）

新宿区ホームページ

①選 考：「新宿区平和派遣者選考会」で作文を選考し、派遣者を決定します。
選考結果は５月上旬までに書面でお知らせします。

②説明会：派遣者を対象に事前説明会を開催します。
【日程】令和８年７月２３日(木) 18：00～20：00 ※予定

③平和派遣：令和８年８月８日(土)～８月１０日(月)

④派遣報告会打ち合わせ：派遣報告会の発表内容を検討します。
【日程】令和８年８月１９日(水) 18：00～20：00 ※予定

⑤平和派遣報告会：平和派遣の成果を発表します。

※応募内容は派遣者選考以外の目的には使用しません。また、選考結果の書面に同封して原本を返却します。
インターネット（ Logoフォーム）での応募についてはデータの消去をもって返却に代えさせていただきます。
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